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北
米
合
衆
国
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外
的
海
運
政
策
ミ
我
海
運

島

a 
a 

太

長B

合
衆
園
排
外
的
海
運
政
策
採
用
の
由
来
！
政
策
の
内
容
l

北
米
合
衆
劇
さ
濠
太
利
聯
副
m
t
は
各
々
自
闘
始
時
遂
の
保
護
助
長
政
策
ご
し
て
、
最
－
迩
、
外
国
脆
い
謝
し
沿
岸
航
路
の
閉
鎖
之
、
排
外
的
差
別
待
遇

芝
た
な
さ
ん
Z
し
、
交
は
既
日
之
た
賞
施
す
る
、
、
さ
L
な
っ
た
。
太
平
洋
ド
ト
面
す
る
こ
の
こ
大
貿
易
闘
が
、
か
ノ
、
の
如
き
政
策
た
賞
行
す
る
こ
さ
は

我
閣
の
海
運
に
さ
り
て
甚
に
し
き
打
撃
に
る
さ
北
ハ
ド
、
叉
引

ν
て
我
閣
制
劉
外
貿
易
の
滋
展
ド
削
到
し
砂
か
ら
ざ
る
障
害
で
あ
る
。
宜
し
〈
越
智
な
る
針

策
ル
立
て
L
今
ド
於
い
て
か
、
ろ
海
運
よ
の
閉
鎖
主
義
為
羽
破
す
る
ド
わ
ら
ざ
れ
ば
、
我
、
山
借
越
井
ぴ
に
我
艶
外
貿
易
の
婚
旅
の
設
展
が
或
は
脅
か
さ

る
る
こ
さ
な
い
さ
は
隈
ら
な
い
。

L
っ
て
私
は
蕊
ド
、
先
つ
ム
ロ
衆
闘
が
．
、
の
排
外
的
、
海
運
政
策
存
主
る
ド
至
り
し
由
来
為
等
ね
、
此
政
策
の
内
容
為

紹
介
し
、
之
が
他
の
大
海
運
園
ド
劃
し
て
如
何
な
る
影
響
為
奥
へ
如
何
な
る
針
策
存
誘
談
ず
る
可
能
あ
る
か
、
我
海
迩
ド
及
ぼ
す
影
響
は
如
何
な
る

も
の
あ
る
か
等
の
諮
問
題
与
論
じ
、
銭
り
て
以
て
之
ド
釘
し
我
閣
の
さ
る
べ
き
方
策
為
研
究
し
よ
う
さ
思
ふ
。

我
鴎
ド
及
ぼ
す
鯵
響
l

四

我
闘
の
さ
る
べ
き
針
策

圃．．．． 

A
口
衆
園
排
外
的
海
運
政
策
採
用
の
由
来

北
米
合
衆
園
は
過
般
の
大
戦
乱
を
機
芭
し
て
非
常
仁
大
規
模
な
る
商
船
践
の
建
造
を
」
計
童
し
、
一
九
一
六
年
九

月
船
舶
院
（
印
E
宅一口
m
切

O
R己
）
を
設
立
し
て
以
来
着
々
之
を
霊
行
し
て
、
其
成
功
仁
就
き
疑
問
を
抱
き
居
り
し
内

外
の
嘗
事
者
を
し
て
一
驚
を
喫
せ
し
め
た
。
同
園
商
務
省
航
海
局
最
近
の
報
告
に
よ
れ
ば
本
年
（
一
九
二

O
年
二

月
一
日
現
在
の
同
園
舶
舶
教
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
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今
一
千
噸
以
上
の
舶
舶
仁
就
き
て
、
犬
戦
直
前
の
一
九
一
四
年
六
月
末
現
在
さ
比
較
す
る
仁
、
嘗
時
じ
あ

b
て

は
、
そ
の
隻
較
は
七
五
五
隻
、
願
教
は
二
、
一
二
九
、

0
0
0願
で
あ
っ
た
か
ら
、
隻
数
仁
於
い
て
凡
そ
三
倍
宇
、
願

数
じ
於
い
て
凡
そ
四
倍
宇
さ
な
っ
て
居
る
。
叉
之
を
外
国
貿
易
に
従
事
す
る
も
の
に
就
い
て
見
る
じ
、
そ
の
隻
敷

及
び
願
敷
は
本
年
一
月
一
日
現
在
に
於
い
て
、
二
、
二
六
八
集
、
八
、
二
六
五
、
五
四
二
願
さ
な
っ
て
居
っ
て
、
戦

前
じ
は
一
、

O
六
大
、
二
八
八
願
で
あ
っ
た
か
ら
、
願
敷
仁
於
い
て
之
は
貫
に
凡
そ
八
倍
さ
な
っ
た
課
で
あ
る
。

ム
ロ
血
熱
園
の
海
、
運
は
戦
前
じ
於

ν
て
は
甚

r微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
機
舎
ゐ
る
毎
に
自
園
海
運
の
按

張
さ
濁
立
芭
を
計
る
矯
め
じ
努
力
す
る
所
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
諸
種
の
事
情
仁
よ
り
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ

さ
が
出
．
来
す
、
封
外
貿
易
は
主
に
外
圏
舶
ド
よ
り
て
行
は
れ
て
居
っ
た
同

今
之
を
合
衆
圏
外
園
貿
易
額
の
自
国
知
仁
よ
る
も
の
芭
外
圏
踏
に
よ
る
も
の
さ
の
比
較
統
計
じ
就
き
て
調
ぺ
て

見
る
仁
、
自
園
舶
に
よ
る
も
の
が
戦
前

ι於
い
て
は
、
常
じ
僅
仁
一
割
じ
達
し
て
ゐ
な
い
。
卸
も
次
の
如
く
で
あ
る
。

年

合
衆
国
針
園
貿
易
額
の
自
国
船
に
よ
る
も
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と
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比
較
表
後
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叩
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の

、‘E
・I
・E
・・E
E
－－E
・E
－d
z
g
B
E
E
－－E
・E
・－E
，，，

金

額

百

分

率
弗

ユ穴口

A
Z
省

一

四

日

司

八

・

恒

一
一
八
口
ユ
口
六
四
六
回
八
・
占

冒
一
一
＝
一
四
五
一
五
六
五
九
・
四

Z
八一

D
E
一

一

回

九

六

一

0
・一

美

八

霊

山

室

内

九

・

恒

E
］
ご
と
一
一
山
一
一
一
一
回
・
一
一
一

きた

外
岡
紘
い

L
ろ
も
の

、lE
E
l－
－

E
’tJ
a
l
l－
E
I－
－
a
J

金

穎

百

分

率
品
W

刊

ニ
幅
一
二

42（
一
一
回
岨
呈
丸
一
－
r
一

ニ
を
一
口
回
由
一
六
亘
口
六
九
一
－
T

一

J

一

一

口

山

口

一

八

八

五

八

島

0
・宍

z
一
一
一
一
向
ユ
ロ
ニ
八
回
一
完
八
九
・
九

Z

四
一
幅
一
口
八
相
五
六
色
・
一
－
一

Z

巴一一
c
－お
Z

E
占（
Z

八占・占

｝
九
一

O

一
九
一
一

一
九
一
一
一

一
九
一
三

一
九
一
回

－
一
九
一
五

時
事
問
題

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

一
一
七

（
第
一
一
続

一
一
七

第
十
一
巻

発 StatisticalAbstract of the United States, 1917・



時
事
問
題

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

－
第
十
一
念

第
一
務

一
一
入
）

一
一
入

一
六
・
三
回
八
昔
日
中
一
Z
品自由
E

－
A
－Z

六
五
回
旦
笠
宮
一
回
一
品
長

’
叉
之
を
諸
外
園
の
事
情
ご
比
較
せ
ん
が
矯
め
、
試
み
に
私
が
諸
種
の
資
料
を
莱
め
て
、
戟
前
の
一
九
二
二
年
に

於
り
る
左
記
諸
国
の
外
園
貿
易
就
役
商
踏
願
敷
ξ

、
船
舶
に
よ
る
調
外
貿
易
額
さ
を
比
較
し
、
邦
貨
百
高
固
に
劃
す

る
商
船
願
敷
の
割
合
員
ぺ
た
る
所
じ
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
散
駐
議
輸
銀
訪
れ
長
講
誌
誇

る
ド
由
る
。
掴
測
逸
さ
伊
太
利
さ
い
戯
い
て
は
般
舶
い
P

ふ
る
貿
易
額
も
外
司
貿
易
就
役
商
締
願
毅
も
北
ハ
ド
色
々
調
ぺ
た
げ
れ
ど
も
見
出
す
、
、
さ
ら
得
な
か
J

っ
た
為
遺
憾
さ
す
る
。
叉
白
官
庁
義
ド
就
い
て
は
一
九
一
三
年
度
の
統
計
未
に
議
表
ぜ
ら
れ
可
居
な
い
か
ら
一
九
一
二
年
の
統
計
ド
L
る
、
、
さ
L
し
た
。
」

商
蛤
に
よ
る
劉
外
宣
易
額
邦
貨
百
高
固
に
劃
す
る
併
園
貿
易
就
枝
蛤
の
歩
合

園

合

貿

易

額

（

周

）
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易

額
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E
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Z
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一

二
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五

口
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口

実

一

一

八

八

一

目

一

貿
易
額
さ
商
船
願
敷
さ
が
如
仰
な
る
比
率
色
保
つ
を
以
て
正
常
な
る
扶
態
さ
な
す
か
さ
云
ふ
様
な
乙
三
は
、
固

よ
り
一
概
じ
定
む
る
こ
さ
を
得
ぎ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
諾
威
は
姑
く
除
き
、
日
本
の
一

O
二
三
、
英
吉
利
の
八
一

O
、
働
関
西
の
二
四
三
等
に
比
し
て
合
衆
園
の
僅
に
一
四
二
な
る
は
、
議
り
に
権
衡
を
失
す
る
次
第
で
あ
る
。
き

れ
ば
此
等
の
統
計
に
よ
り
て
見
る
も
・
合
衆
園
は
そ
の
封
外
貿
易
を
行
ふ
仁
就
き
て
如
何
じ
自
園
の
商
舶
に
不
足

を
戚
じ
て
居
っ
た
か
、
従
っ
て
叉
如
何
に
多
く
外
園
惜
仁
依
頼
せ
ね
ば
な
ら
心
事
情
仁
あ
っ
た
か
、

が
九
万
る
で
あ
ら
う
。

山
九
一
大

一
九
一
七

出
回
八
角
口
八
一
二
六

一
回
国
一
一
八
六
口
会
二
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八一・
5

ざ
一
五
ふ
こ
さ



抑
も
封
外
貿
易
芭
海
運
吉
は
密
接
な
る
閥
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
園
に
優
勢
な
る
海
運
を
有
す
る
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
艶
外
貿
易
の
大
な
る
設
展
を
期
す
る
に
就
い
て
少
か
ら
ざ
る
不
利
不
便
を
来
す
も
の
で
あ
る
。
勿

論
優
勢
な
る
海
運
が
な
げ
れ
ば
艶
外
貿
易
の
議
達
は
絶
封
に
望
み
得
な
い
さ
云
ふ
語
で
は
な
い
。
現
に
今
弦
じ
述

ぺ
っ
、
あ
る
北
米
合
衆
圏
は
上
過
の
如
〈
、
封
外
的
に
は
極
め
て
劣
等
な
る
海
運
を
有
っ
て
居
っ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
貿
易
は
年
々
大
な
る
諜
達
を
示
し

τ居
る
。
印
も
一
九

O
O年
に
は
輸
出
入
合
計
二
十
二
億
四
千
四
百

寓
弗
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
二
二
年
じ
は
殆
ざ
そ
の
二
倍
の
四
十
二
億
七
千
八
百
高
弗
ざ
な
り
、
一
九
一
七
年

仁
は
更
に
叉
そ
の
二
倍
の
八
十
九
億
四
千
九
百
高
弗
さ
な
っ
た
。
併
し
乍
ら
、
若
し
合
衆
園
が
自
園
の
貿
易
を
輸

送
す
る
に
足
る
商
舶
を
有
し
、
他
園
の
海
運
政
策
に
怖
等
累
せ
ら
る
、
こ
さ
な
〈
し
て
、
封
外
貿
易
を
砦
む
こ
さ

を
得
た
な
ら
ば
、
或
は
更
に
封
外
貿
易
の
大
畿
展
を
な
し
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
只
、
従
来
は
、
未

r農
業
園
た

る
の
域
を
多
く
脱
し
居
ら
や
、
従
っ
て
怖
の
先
進
商
工
固
に
於
け
る
ほ
ピ
野
外
貿
易
を
霊
硯
せ
や
に
居
っ
た
か
ら

ゐ
れ
で
も
大
し
た
差
聞
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
、
近
来
盆
l
商
工
園
た
る
の
方
向
に
設
達
す
る
に
従
ひ
、
愈

z

海
運
濁
立
の
必
要
を
戚
や
る
じ
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
じ
こ
の
勝
、
偶
工
一
猷
洲
大
戦
乱
勃
設
し
、
ム
ロ
衆
園
も
之

じ
参
加
し
て
か
ら
は
、
差
嘗
り
軍
隊
や
軍
需
品
の
輪
、
送
じ
就
い
て
も
船
腹
の
大
不
足
を
戚
じ
、
そ
れ
が
直
接
の
動

機
芭
な
っ
て
前
述
の
如
き
大
商
舶
隊
の
建
造
芯
な
り
、
よ
っ
て
以
て
諌
て
の
目
的
た
り
し
海
、
運
の
濁
立
を
期
し
、

野
外
貿
易
の
大
義
展
に
資
せ
ん
さ
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
舶
舶
院
の
監
督
の
下
仁
摩
念
浩
般
国
（
何
日
内
町

m
gミ
E
m
E
C門司
0
2
－g
）
な
る
も
の
を
組
織
し
て
、

前
掲
の
如
き
大
商
船
隊
の
建
造
を
遂
げ
た
の
で
ゐ
る
が
、
之
よ
り
先
き
休
戦
成
立
の
際
、
既
に
蹄
舶
院
の
所
有
じ

時
事
問
題

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
一
瞬
一
一
九
）

一一九



北
米
合
衆
閣
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

属
す
る
も
の
新
造
船
さ
濁
填
押
牧
般
其
他
芭
を
合
し
て
、
五
五
六
隻
、
二
、
九
八
回
、
六
一
一
願
に
達
し
た
。
（
一
九

一
八
年
十
一
月
二
十
一
日
現
計
）
。
此
順
教
の
み
に
て
も
戦
前
外
園
貿
易
に
従
事
し
た
ゐ
商
憾
の
凡
そ
三
倍
で
あ

る
。
而
し
て
嘗
時
よ
り
朝
野
の
聞
に
、
合
衆
園
戦
後
海
運
政
策
の
確
立
を
必
要
事
と
す
る
の
論
が
盛
に
議
せ
ら
る
・
3

様

に
な
り
、
戦
前
海
運
の
甚
だ
振
は
な
か
っ
た
の
は
全
く
確
然
た
る
海
運
政
策
を
棋
き
居
た
る
に
因
る
さ
な
し
、
種
々

な
る
政
策
案
が
接
表
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
嘗
時
合
衆
園
商
般
の
大
部
牙
は
、
右
の
如
く
蹄
拍
院
の
所
有
に
麗
し
、

且
っ
そ
れ
等
は
皆
船
舶
院
運
用
部
の
下
に
運
用
せ
ら
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
議
せ
ら
る
、
所
の
海
運

政
策
の
問
題
は
、
将
来
も
引
穂
、
き
海
運
の
官
替
を
可
な
り
さ
な
す
か
、
特
た
民
替
を
可
な
り
さ
な
す
か
、
さ
云
ふ

こ
さ
を
中
心
さ
じ
、
之
を
以
て
先
決
問
題
さ
し
た
。
此
官
瞥
民
替
の
可
否
に
就
い
て
は
、
政
府
側
に
も
民
間
に
も

各
々
賛
成
論
者
も
あ
り
反
割
論
者
も
ゐ
っ
た
が
、
桑
港
商
業
曾
議
所
が
合
衆
圏
内
の
代
表
的
個
人
及
び
圏
瞳
凡
そ

四
千
の
向
に
某
意
見
を
問
合
せ
た
る
結
果
に
よ
る
芝
、
官
笹
賛
成
は
僅
に
一
割
七
分
で
、
民
笹
を
可
さ
す
る
も
の

は
八
割
三
分
で
あ
っ
た
。
輿
論
か
く
の
如
く
で
あ
る
さ
共
に
、
前
々
雌
舶
院
総
裁
ハ

l
レ

l

氏
（

Z
E
q）
が
昨

年
三
月
欧
洲
よ
b
帰
米
後
大
嘘
、
民
笹
主
義
を
さ
る
こ
さ
に
決
し
た
る
に
よ
り
、
前
組
裁
ぺ
イ
ジ
氏
（

F
E
O）
現

総
裁
ペ
ソ
ゾ
ソ
氏
（
出
向
日
O
D
）
も
此
主
義
に
よ
り
て
所
有
踏
を
底
分
す
る
こ
芭
、
な
っ
た
。
弦
に
於
い
て
民
替
主

義
の
下
に
将
来
「
永
久
的
海
運
」
を
建
設
す
る
矯
め
の
種
々
な
る
政
策
案
が
、
海
運
闘
係
業
者
や
各
地
の
商
業
曾
議

所
よ
り
議
表
せ
ら
れ
、
議
曾
に
於
い
て
も
亦
之
に
閲
す
る
法
案
が
提
出
せ
ら
れ
た
。
此
等
の
政
策
案
は
官
有
般
の

慮
分
其
他
野
内
的
の
助
長
政
策
に
閲
す
る
も
の
さ
、
封
外
的
の
保
護
政
策
に
閲
す
る
も
の
さ
よ
り
成
る
の
で
あ
る

が
、
封
内
的
の
助
長
政
策
は
、
私
が
蛮
に
論
壱
ん
ざ
す
る
問
題
吉
直
接
の
闘
係
が
な
い
か
ら
姑
く
之
を
省
き
、
以
下

時
事
問
題

第
十
一
巻

（
第
『
競
一
二
O

）

一二

O



封
外
的
保
護
政
策
に
闘
す
る
も
の
を
漣
ぶ
る
こ
芝
、
す
る
。
之
が
郎
も
我
海
運
の
将
来
に
大
な
る
闘
係
を
有
つ
も

の
で
あ
る
。

同・・・．

一
合
衆
園
排
外
川
的
海
運
政
策
の
内
容

「
永
久
的
海
道
」
の
建
設
を
目
的
さ
す
る
糟
舶
法
の
制
定
に
闘
し
、

A
n
衆
園
議
舎
に
提
出
せ
ら
れ
た
る
法
案
に
は

ジ
ョ
ン
ス
ト

l
y
G
o
F
g
Z
5
」
氏
、
グ
リ

l
Y
2
5
2）
氏
、
エ
ド
ワ
ー
ド
（
何
ハ
デ
Z
E）
氏
等
の
下
院
に
提
出

し
た
る
も
の
あ
り
、
叉

4

プ
シ
ス
デ
w
F

（
HUロ
丘
巳
］
〕
氏
、
ジ
ョ
ー
ジ
ス
（
守
口

g
）
氏
等
が
上
院
に
提
出
し
叱
る
も
の
が

あ
る
。
此
中
ジ
ョ
l

ン
ス
氏
の
提
出
し
た
る
も
の
は
、
舵
舶
院
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
さ
博
へ
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
る
が
、
排
外
的
政
策
は
主
に
此
案
に
含
ま
れ
て
居
る
。
而
し
て
、
合
衆
園
下
院
に
於
い
て
は
嚢
仁
グ
リ

l
y
氏
提
出
じ
か
、
る
舶
舶
法
案
を
可
決
し
た
が
、
上
院
に
於
い
て
も
亦
五
月
二
十
一
日
ジ
ョ
ー
ジ
ス
氏
案
を
可

決
し
た
。
よ
り
て
両
院
協
議
舎
は
こ
の
両
氏
法
案
に
就
き
て
協
議
し
た
る
結
果
、
ジ
ョ
l

ン
ス
氏
案
に
幾
分
の
修

E
を
加
へ
て
之
を
確
定
法
案
芭
し
た
。
此
法
案
は
大
月
四
日
夜
両
院
を
遁
過
し
、
翌
五
日
大
統
領
の
裁
可
を
経
る

に
至
っ
た
。

此
新
蹄
柏
法
に
含
ま
る
、
所
の
私
の
所
謂
排
外
的
海
運
政
策
な
る
も
の
は
四
つ
の
項
目
よ
り
な
る
。
印
ち
一
一
外

園
船
に
劃
す
る
差
別
的
関
税
、
差
別
的
願
枕
の
賦
課
、
二
外
園
時
積
載
貨
物
に
封
す
る
舶
車
聯
絡
の
軽
減
鍍
道
運

賃
底
止
、
三
合
衆
闘
船
舶
に
封
し
差
別
的
待
遇
を
な
す
諸
固
に
所
属
す
る
般
舶
の
入
港
禁
止
、
四
、
沿
岸
航
路
封
外

閉
鎖
主
義
に
於
り
る
除
外
例
の
麿
止
、
が
郎
も
是
で
あ
る
。
此
等
項
目
の
内
容
じ
就
い
て
は
、
未
だ
其
本
交
を
見

時
事
問
題

北
米
合
衆
閣
の
排
外
的
、
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
一
一
概
一
一
一
一
）



時
事
問
題

北
米
合
衆
国
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

一一一一一｝ 
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正
確
な
る
こ
さ
は
分
ら
な
い
が
、

（
第
一
一
統

従
来
偉
へ
ら
れ
た
る
諸
種
の
報
道
に
よ
り
て
、

る
の
機
舎
を
有
し
な
い
か
ら
、

大
帥
憶
を
紹
介
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
外
園
般
に
劃
す
る
差
別
的
関
税
、
差
別
的
願
抵
の
賦
謀

関
す
る
規
定
は
次
の
如
く
で
ゐ
る
。

合
衆
闘
ノ
倹
約
叉
ハ
協
約
ノ
品
開
項
中
、
外
園
紛
舶
若
グ
ハ
合
衆
閣
総
舶
一
一
依
リ
ム
ロ
衆
圏
一
一
輸
入
セ
ラ
ル
、
貨
物
－
一
艶

v
、
差
別
的
蹴
稔
チ
賦
課
ス
ル

合
衆
園
ノ
権
利
チ
制
限
γ
、
叉
円

A

品
官
衆
閣
議
港
一
一
入
港
ス
ル
外
岡
般
舶
若
グ
ハ
A
ロ
衆
園
紛
舶
一
一
釘
て
差
別
的
願
税
チ
賦
課
ス
ル
合
衆
閣
／
機
利
チ

制
限
ス
ル
モ
ノ
ρ
徹
底
セ
ラ
ル
ペ
グ
、
大
統
領
ρ
右
品
開
約
叉
ハ
協
約
中
合
衆
闘
－
一
割
γ
前
詑
制
限
チ
加
フ
ル
品
開
項
て
該
徐
約
叉
ハ
協
約
所
定
／
遜

告
期
間
満
了
ノ
時
ヨ

V
英
数
カ
チ
失
プ
ペ
キ
旨
、
該
徐
約
M
A
ρ

協
約
締
結
岡
政
府
エ
針
γ
、
木
法
成
立
／
時
ヨ
リ
九
十
日
以
内
ニ
混
血
回
ス
ル
コ
ト
チ

要
ス
。

我
外
務
省
の
畿
表
す
る
所
に
よ
れ
ば

之
じ

而
し
て
差
別
的
闘
税
、
差
別
的
願
枕
が
現
行
の
も
の
に
比
し
て
幾
許
の
増
卒
さ
な
る
か
は
‘
未
だ
明
か
に
さ
れ

て
居
ら
す
、
恐
ら
く
は
今
後
の
特
別
規
定
を
以
て
定
め
ら
る
、
所
で
あ
る
が
、
嚢
に
上
院
委
員
曾
が
亜
米
利
加
保

護
関
税
同
盟
（
〉

S
2
2ロ
司
円

O
R
a
5
U「日
F
g
m話
）
の
意
見
を
徴
し
た
る
際
に
、
そ
の
代
表
者
た
る
ス
ミ
メ

（
k
r
F
U
S
E
R
戸

ω
E
F
）
氏
の
答
へ
た
る
所
は
、
「
外
園
般
積
載
貨
物
に
劃
し
て
は
線
て
一
割
の
割
増
税
を
課
す

ぺ
し
」
芭
一
五
ふ
こ
芭
で
あ
っ
た
。
叉
近
頃
我
新
聞
紙
の
偉
う
る
所
じ
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
五
歩
で
あ
る
芭
も
云
ふ
。

現
行
日
米
遁
商
航
海
候
約
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
一
日
米
両
国
の
生
産
品
叉
は
製
造
品
の
輸
入
税
は
今
後
の
線
約

叉
は
各
自
の
圏
内
法
に
よ
り
て
定
む
る
’
｝
芭
じ
な
っ
て
居
る
か
ら
、
合
衆
園
は
日
本
品
の
輪
入
仁
謝
し
て
は
、
日
本

舶
じ
よ
る
芭
合
衆
園
舶
に
よ
る

εじ
よ
り
て
差
別
的
待
遇
を
な
し
得
る
齢
地
が
め
る
、
併
し
、
二
他
園
よ
り
の
輪
入

品
を
日
本
船
叉
は
合
衆
園
般
仁
よ
り
て
輸
入
す
る
場
合
に
は
‘
其
輪
入
枕
仁
就
き
差
別
的
取
扱
を
な
さ
悼
ふ
る
規
定

日米遁商航海倹約第五徐第一項* 
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が
あ
b
三
蹄
舶
の
願
晩
、
港
晩
、
水
先
案
内
料
、
焼
牽
穂
、
検
疫
費
等
も
、
差
別
的
待
遇
を
な
さ
Y
る
こ
芭
仁

i
t
＊
ネ

な
っ
て
居
る
。
前
掲
新
船
舶
法
の
規
定
は
、
部
も
此
等
無
差
別
待
遇
を
約
せ
る
遁
商
儲
約
中
の
閲
係
依
項
を
磨
止

せ
ん
さ
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
餓
約
は
一
九
二
三
年
七
月
十
七
日
迄
致
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

叉
六
ヶ
月
以
前
に
消
滅
の
蓮
告
を
な
す
’
〕
さ
に
よ
り
て
何
時
に
で
も
本
候
約
を
消
滅
せ
し
め
得
る
こ
さ
じ
な
っ
て

＊
h
a

水

居
る
。
新
蹄
組
法
は
大
統
領
を
し
て
該
法
成
立
後
九
十
日
以
内
仁
こ
の
消
滅
の
逼
告
を
な
さ
し
め
ん
さ
す
る
も
の

で
あ
る
n

併
し
な
が
ら
右
遁
告
じ
よ
る
消
滅
の
規
定
は
線
約
全
部
の
消
滅
じ
閲
す
る
も
の
で
、
一
部
候
項
の
消
滅

に
閲
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
部
錦
亭
、
の
消
滅
は
締
約
の
改
訂
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
、
日
本
政
府
の
同
意
を
要
す

る
令
事
柄
で
あ
る
。
故
に
日
本
政
府
が
同
僚
約
の
改
訂
に
臆
也
ぎ
れ
ば
、
合
衆
園
は
遁
商
僚
約
全
部
を
消
滅
せ
し
む

る
の
外
は
芯
い
。
大
戦
後
各
園
経
済
闘
係
の
愛
化
じ
よ
り
、
今
日
は
仰
れ
の
園
も
皆
、
通
商
航
海
線
約
の
更
改
を
要

す
る
時
機
芭
な
っ
て
居
る
か
ら
、
合
衆
園
は
或
は
憾
約
全
部
の
消
減
少
」
求
め
、
新
た
に
右
船
舶
法
の
趣
旨
に
基
き

通
商
傍
約
の
締
結
を
な
さ
ん
さ
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

u

二
外
園
舶
積
載
貨
物
に
封
す
る
階
車
聯
絡
の
軽
減
餓
道
運
賃
の
廃
止
嚢
に
太
平
洋
航
路
同
盟
は
従
来
大

陸
銭
道
連
絡
の
太
平
洋
航
路
運
賃
（
叶
官
c
c
$
2
3）
を
普
通
の
太
平
洋
運
賃
（
円
。

Z
E丹
市
山
）
さ
同
額
に
引
上

げ
ん
こ
さ
を
我
が
郵
冊
、
東
洋
、
商
船
の
三
敢
に
申
込
み
、
三
世
は
曙
工
之
に
同
意
を
奥
へ
た
さ
云
ふ
様
な
報
道

が
あ
っ
た
が
、
新
船
舶
法
は
合
衆
園
舶
仁
積
載
す
る
貨
物
に
封
し
て
は
、
従
来
の
億
な
る
舶
車
聯
絡
の
軽
減
運
賃

を
以
て
取
扱
ひ
、
外
園
般
に
積
載
す
る
も
の
仁
艶
し
て
の
み
、
軽
減
運
賃
の
取
扱
を
廃
止
せ
ん
ざ
す
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
之
は
太
平
洋
航
路
の
み
仁
限
る
の
で
は
な
く
合
衆
園
の
一
一
引
の
港
湾
に
出
入
す
る
穂
て
の
外
園
蹄
仁
遁
用

時
事
問
題

北
米
合
衆
闘
の
排
外
的
海
運
政
策
主
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
｝
競

一一一一一一）
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器 開第八銭第一項

梢悶第十一像

制持同第十七像第一項



時
富
市
問
題

北
米
合
衆
圃
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
一
一
統

一
二
四
）

一
二
回

せ
ん
ま
す
る
の
で
あ
る
。
我
外
務
省
の
n
公
表
じ
よ
れ
ば
、
之
に
閲
す
る
新
舶
舶
法
の
規
定
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

普
通
運
送
業
者
ミ
海
上
運
送
業
者
Y
Aロ
衆
園
／
麗
領
者
ク
ハ
外
周
ノ
各
港
－
一
一
輸
送
三
者
グ
ハ
是
等
ノ
諸
港
ヨ
リ
合
衆
闇
ニ
輸
送
ス
ル
／
等
賞
－
一

基
キ
定
メ
ラ
レ
B
T

ル
、
族
答
若
グ
ハ
貨
物
－
一
釘
λ

ル
聯
絡
運
貰
率
宅
輸
入
運
賃
捕
で
輸
出
運
賃
率
其
他
指
令
運
賃
率
二
依
H
、
州
際
商
業
法
上
ノ
貸

客
運
送
ニ
山
劃
し
て
右
卜
同
一
ノ
距
離
、
方
向
及
ピ
通
路
－
一
依
ル
合
衆
闘
圏
内
商
業
ト
ヤ
テ
ノ
貨
客
運
送
ヨ
リ
モ
低
率
ナ
ル
運
賃
チ
要
求
λ

ル
コ
ト
チ

得
メ
。
但
V
右
波
容
叉
ハ
貸
物
ナ
運
送
ス
ベ
キ
船
舶
Y
、
現
行
合
衆
閣
法
律
ニ
依
リ
登
録
セ
ヲ
レ
、
且
合
衆
闇
市
民
ノ
所
有
ニ
一
嵐
ス
ル
ヵ
、
叉
ハ
右

海
上
運
送
ノ
常
時
合
衆
園
ノ
法
律
＝
依
リ
殻
鋒
セ
ラ
レ
、
且
ア
合
衆
岡
市
民
ノ
所
有
エ
一
嵐
ス
ル
場
合
ρ
此
限
リ
ニ
ア
ラ
メ
。

船
舶
院
－
一
於
テ
、
前
詑
合
衆
圃
市
民
所
有
ノ
米
幽
登
録
肱
ニ
依
ル
合
衆
園
／
属
領
若
グ
ハ
外
園
ノ
各
港
ト
合
衆
趨
ト
ノ
交
議
十
分
ナ
ラ
ズ
ト
認
ム
ル

時
戸
、
同
院
ρ
州
際
商
業
委
員
曾
－
一
右
ノ
事
賞
チ
詮
明
久
べ

v
o
該
委
員
曾
円
命
令
d
7
以
テ
港
、
徐
件
、
一
定
／
期
間
チ
指
定
三
該
港
ヨ
リ
合
衆

圏
若
9
ρ
合
衆
園
ヨ
リ
該
港
－
一
一
輸
送
セ
ラ
レ
タ
ル
族
客
若
グ
ハ
貨
物
ノ
銭
道
運
賃
率
ニ
闘

γ
、
本
脇
陣
ノ
滋
用
チ
停
止
ス
ル
コ
ト
チ
得
。
但
般
舶
院
－
－

於
テ
該
港
〈
ノ
交
通
十
分
ナ
リ
ト
認
メ
、
英
国
日
該
委
員
食
－
一
之
チ
詮
明
ス
ル
時
ミ
該
委
員
ハ
命
令
チ
以
テ
右
／
停
止
チ
取
消
ス
ベ
キ
宅
ノ
ト
ス
。

こ
の
規
定
の
支
吉
は
甚
だ
複
雑
に
な
っ
て
ゐ
る
か
、
要
す
る
に
外
園
舶
仁
封
し
て
は
舶
車
聯
絡
運
賃
が
合
衆
園

圏
内
運
賃
よ
り
低
率
じ
取
扱
ふ
を
禁
じ
、
自
園
舶
に
は
之
を
許
す
さ
一
五
ふ
こ
さ
で
あ
る
。

三
合
衆
園
船
舶
じ
封
し
差
別
的
待
遇
を
な
す
諸
園
に
所
属
す
る
舶
舶
の
入
港
禁
止
前
二
僚
に
よ
る
差
別

的
関
税
、
差
別
的
願
税
及
び
差
別
的
銭
道
賃
率
を
以
て
、
外
園
舶
積
載
貨
物
を
待
遇
す
さ
す
る
も
、
若
し
諸
外
園

舶
が
信
之
さ
競
争
す
る
矯
め
仁
、
合
衆
園
出
入
貨
物
仁
艶
し
て
は
、
右
差
別
的
待
遇
を
補
償
す
る
じ
足
る
の
割
引

運
賃
を
以
て
す
る
か
、
叉
は
諸
外
国
政
府
が
、
乙
の
ム
ロ
衆
園
の
政
策
仁
封
抗
し
て
、
同
様
の
差
別
的
待
遇
を
合
衆

園
船
に
奥
ふ
る
さ
・
き
は
Y

A口
衆
園
は
自
国
商
船
保
護
の
目
的
を
達
し
得
ぎ
る
と
吉
、
な
る
。
弦
に
於
い
て
合
衆
園

の
立
場
よ
り
吉
へ
ば
、
此
等
の
報
復
手
段
じ
劃
し
て
更
仁
備
う
る
所
が
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
嚢
に
下
院
議
員
エ
ド

（
何
号
『
里
仏
）
氏
が
提
出
し
た
る
議
案
に
は
、
之
仁
闘
す
る
規
定
は
次
の
如
く
で
ゐ
っ
た
。

ヲ

l
ド



外
周
帥
相
主
－
－

v
チ
運
賃
ノ
延
戻
叉
ハ
ム
ロ
衆
鴎
海
運
－
一
損
害
ヰ
及
ポ
ス
ペ
キ
不
正
ナ
ル
差
別
的
契
約
チ
ナ

V
9
ル
コ
ト
明
白
ナ
ル
毛
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
、

英
行
篤
ノ
直
接
ナ
ル
ト
、
ム
ロ
衆
閣
湾
海
｝
一
出
入
セ
ザ
ル
般
舶
ニ
ヨ
ル
ト
、
同
一
系
統
ノ
舎
一
舵
チ
経
由
ス
ル
ト
、
者
U
V

グ
戸
宜
（
他
ノ
方
法
ユ
ヨ
ル
ト
チ

間
ハ
メ
、
船
舶
院
円
之
チ
商
務
卿
ニ
詮
明
ス
ル
ノ
義
務
チ
有

v
、
且
ア
該
船
主
ノ
所
属
般
舶
ず
合
衆
圏
諸
港
エ
入
港
ス
ル
チ
禁
ス
ベ
キ
宅
ノ
ト
λ

。

最
近
、
新
聞
世
に
到
着
し
た
る
電
轍
も
、
氏
問
諸
海
道
曾
敢
に
到
着
し
た
る
電
報
も
、
共
に
こ
の
エ
ド
ヲ
．
l
ド
氏

案
を
思
ひ
起
き
し
む
る
所
の
運
賃
割
一
民
契
約
を
な
せ
る
外
園
舶
の
入
港
禁
止
さ
云
ふ
一
候
項
が
、
新
舶
舶
法
に
規

然
る
仁
我
外
務
省
の
恐
報
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
之
芭
異
り
そ
の
規
定
は

定
さ
れ
て
あ
る
さ
云
ふ
乙
吉
で
ゐ
っ
た

次
の
如
〈
で
あ
る
芭
云
ふ
。

合
衆
園
船
舶
舎
粧
ニ
山
錦
、
v
差
別
的
待
遇
チ
ナ
ス
外
園
ノ
、
船
舶
舎
粧
－
一
麗
ス
ル
般
舶
ユ
針
ヤ
テ

ρ
、
結
舶
院
ハ
該
外
岡
般
舶
ノ
入
港
チ
禁
止
ス
ル
機

限
チ
有
ス
。

新
舶
舶
法
が
果
し
で
怖
れ
の
方
法
を
採
用
し
た
る
か
は
、
更
じ
後
報
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
右
何
れ
か
の
規

定
の
存
す
る
こ
さ
は
、
上
に
述
ぺ
た
る
が
如
く
明
か
仁
推
察
せ
ら
る
、
。

四
、
沿
岸
航
路
封
外
閉
鎖
原
則
に
於
げ
る
除
外
倒
の
底
止
合
衆
園
の
現
行
航
海
法
（
2
2
W白
巳

g
E
5
邑

F
o
C
E
R仏
印

E
g）
｜
｜
今
回
の
舶
舶
法
に
あ
ら
や
｜

l
じ
よ
れ
ば
、
合
衆
闘
の
一
港
よ
り
他
港
へ
族
客
貨
物
を

輸
送
す
る
こ
さ
は
、
直
接
の
航
海
に
よ
る
も
外
圏
諸
港
を
経
由
す
る
も
、
之
を
原
則
さ
し
て
禁
止
し
て
居
っ
て
、
～

若
し
之
仁
違
反
す
る
さ
き
は
違
反
者
じ
封
し
、
族
客
は
一
人
仁
什
き
こ
百
弗
の
罪
金
ぞ
課
し
、
貨
物
は
浪
政
す
る
こ

吉
、
な
っ
て
居
っ
た
。
併
し
特
定
の
合
衆
国
属
領
仁
針
し
て
は
、
特
じ
こ
の
、
沿
岸
航
路
閉
鎖
主
義
を
遍
用
せ
ざ
る

＊＊ 

除
外
的
規
定
炉
設
け
で
あ
っ
て
、
比
律
賓
諸
港
は
こ
の
除
外
側
に
属
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
新
船
舶
法

は
一
九
二
二
年
二
月
一
日
よ
り
穂
て
こ
の
除
外
例
を
底
止
し
、
比
律
賓
に
劃
し
て
は
追
っ
て
大
統
領
に
於
い
て
除

北
米
合
衆
閣
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

時
事
問
題

第
十
｛
巻

第
一
一
務

一
二
五
）

一
一
一
五

者 NavigationLaws of the United States.-R. S. 4347; Feb. 15, 1893; Feb. 17-, 
1898; June 19, 1886, Sec. 8; _Feb. 17・1898,Sec. 2. 

柑 NavigationLaws of the Umted States.-Trade with the Philippines, Apr. 
29, 1908, Sec. 3・



時
事
問
題

（
第
一
一
扱

北
米
合
衆
厨
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

一
一
一
六

一一一ムハ

外
麿
止
期
を
定
め
ん
芭
す
る
の
で
ゐ
る
三
郎
も
北
律
賓
諸
港
さ
他
の
合
衆
圏
諸
港
芭
の
航
路
も
、
外
園
船
に
封
し

て
は
将
来
或
時
期
仁
於
い
て
全
く
閉
鎖
せ
ム
る
ご
’
」
芝
、
な
る
の
で
あ
る
。
我
外
務
省
益
報
は
之
に
閲
す
る
規
定

を
次
の
如
く
仁
報
告
し
て
居
る
。

合
衆
園
沿
岸
航
海
法
士
一
九
二
二
年
二
月
一
日
以
後
、
魂
一
一
該
法
ノ
漉
用
チ
受
ム
ツ
居
ラ
ザ
ル
合
衆
園
〆
島
峡
及
ピ
属
領
地
－
一
適
用
入
。

右
ノ
期
間
満
了
前
－
一
於
一
ア
ミ
前
記
島
蝶
若
グ
戸
島
領
地
－
一
至
ル
貨
客
運
送
チ
私
的
企
業
者
ユ
於
テ
機
首
経
営
V
得
ル
ユ
至
ル
マ
デ
、
加
舶
院
ハ
白

ヲ
諸
島
峡
－
至
ル
貨
客
運
送
エ
蛍
ル
鋳
メ
抽
理
同
ナ
ル
汽
般
航
路
チ
保
有
ス
ル
コ
ト
チ
要
ス
。

前
期
／
期
間
内
ニ
遍
賞
ナ
ル
汽
船
航
路
擁
立
セ
ザ
ル
場
合
内
大
統
領
ハ
右
期
間
チ
延
長
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

但
γ
比
律
案
ユ
お

γ
テ
ハ
特
－
一
大
統
領
ニ
於
テ
岡
島
ト
／
交
通
一
一
関

v
慎
重
攻
究
チ
遂
グ
タ
ル
上
逗
テ
決
定
ス
ル
マ
デ
沼
津
航
海
法
ノ
適
用
チ
延
期

ヌ
。現

行
日
米
通
商
航
海
線
約
に
よ
れ
ば
、
「
両
締
約
園
ノ
沿
岸
貿
易
ρ

本
線
約
ノ
規
定
ス
戸
限
ニ
在
ラ
ズ
、
日
本
園

品
ハ

ム
ロ
衆
圏
各
自
ノ
園
法

J

一
定
ム
庁
所
－
一
依
む
こ
さ
あ
る
か
ら
、
沿
岸
航
路
閉
鎖
の
比
律
賓
へ
の
撹
張
は
日
本
政
府
の

同
意
を
要
せ
守
し
て
合
衆
園
の
任
意
に
な
し
得
る
所
で
ゐ
る
。

一一一
合
衆
園
新
海
運
政
策
の
我
海
運
に
及
ぼ
す
影
響

私
は
合
衆
園
新
海
謹
政
策
の
－
内
容
を
以
上
回
項
に
分
も
説
明
し
た
が
、
葱
に
此
政
策
が
諸
外
園
海
運
弁
び
に
我

海
運
に
及
す
影
響
を
調
ぷ
る
に
嘗
り
で
は
、
便
宜
上
更
に
之
を
差
別
的
海
運
政
策
芝
、
比
律
賓
仁
封
す
る
沿
岸
航

路
閉
鎖
主
義
の
適
用
さ
に
分
っ
て
観
察
す
る
こ
芭
、
す
る
。

前
掲
四
項
目
の
中
、
第
一
乃
至
第
三
が
弦
に
所
謂
差
別
的
海
運
政
策
で
あ
る
。
之
じ
よ

b
て
諸
外
園
海
運
が
如

日米遜商航海徐約第十三修第一項* 



伺
な
る
影
響
を
蒙
る
か
。
最
近
に
到
着
し
た
る
統
計
に
よ
り
て
合
衆
園
の
輪
出
入
品
が
如
怖
な
る
割
合
に
よ
り
て

諸
外
園
舶
じ
よ
り
て
輸
送
せ
ら
れ
て
居
る
か
を
見
る
に
次
の
如
く
で
あ
る
。

園

合
衆
圏
貿
易
戦
品
店
蛤
圏
別
表
（
一
九
一
七
年
六
月
対
日
に
終
る
一
年
間
）

輸

入

、E
E
t
i
s－
a
E
E
B
E
a
Eを
〉
t

s－
E
E
E
B
E
E
t
g
E
E
E
Y

金

額

（

弗

〕

百

分

率

宍
回
八
ニ
E
六

回

岨

八

一

一

也

・

五

一
括
口
六
回
八
ユ
ヨ
一
一
一
回
哲
一
・
五

出

会~ii 
回大学

喜善金）
三宮 l輸
』一位司

三差額

!E ~ 

~rr 

衆

圏
外

園
右
の
中

英

吉

和偽伊門口諾業
ムロ 諸令

舶舵

喜一
a九

D
凶・八

口国・一一一
口一・国

一一一－
r
一

O
苧一一一

O
九・五一0

0

・0

ニ
八
亘
八
一
一
旦
一
品
〈
八
相

一二六八〕主百六昌一且

］
石
田
〈
乙
口
一
一
一
口

一昔八回〕
P
4

口一＝一

ユ
回
口
白
内
一
品
回
口
封

去
二
八
二
一
六
回
六

五八六八一昌吉一一一六

五
回
z
一
一
七
五
五
回
八
六

墨一・大
一一・一一一

口
子
一

雪一・一一一

口凶・因

。宍・八一0・八
一口
0

・0

計 他，威木利西蘭利

去一回八｛〕官一回一昌

一一
Z

九
六
五
一
一
一

一
口
口
相
岨
向
者
一
回

Z

ユ
回
Z

二
一
豆
一

一
一
八
九
一
石
哲
三
六
口

一
三
回
一
Z
D
Z
八

一
三
三
八
一
一
一
一
五
六

己

Z
E
四
〕
三
八
八
口
一
一

太蘭

此
表
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
差
別
的
海
運
政
策
に
よ
り
て
最
も
多
く
打
撃
を
蒙
る
は
、
第
一
が
英
吉
利
で
ゐ
っ
て
、

第
二
が
日
本
で
、
諾
威
、
和
蘭
、
偽
蘭
西
、
伊
太
利
が
之
じ
次
ヤ
順
序
で
ゐ
る
υ

次
に
比
律
賓
さ
A
n
衆
圏
諸
港
芭
の
航
海
禁
止
に
よ
り
て
訂
撃
を
受
け
る
も
の
は
如
餌
。
之
を
調
ぶ
る
じ
就
い
て

は
、
比
律
賓
さ
合
衆
園
芭
の
貿
易
が
如
何
な
る
園
の
商
糟
じ
よ
り
て
、
如
何
な
る
割
合
に
於
い
て
輸
送
せ
ら
れ
つ

つ
あ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
此
事
を
表
示
す
る
直
接
の
統
計
を
快
く
を
以
て
、
私
は
間
接
仁

時
事
問
題

北
米
合
衆
閣
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

一
二
七
）

一
二
七

第
十
一
巻

第
｝
一
披

Statistical Abstract of the United States, 1917の統計六E基さして作成し大るも

ので、率（t私の計算lこよる。

当長
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時
事
問
題

北
米
合
一
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

一
二
八
）
一
二
入

一
比
律
賓
の
貿
易
が
合
衆
園
さ
其
偵
の
諸
園
と
の
聞
に
如
何
な
る
割
合
じ
あ
る
か
を
見
、
二
こ
の
比
律
賓
の
貿
易

総
額
が
如
餌
な
る
園
の
商
船
じ
よ
り
て
、
如
何
な
る
割
合
ド
於
い
て
職
活
せ
ら
れ
あ
る
か
を
調
て
此
二
つ
を
綜

合
す
る
乙
さ
に
よ
り
て
大
腿
胞
の
推
定
を
し
ゃ
う
さ
思
ふ
。

利
用
し
得
る
最
近
の
統
計
に
よ
り
て
見
る
仁
、
比
律
賓
の
園
別
貿
易
額
は
次
の
如
く
で
あ
る
世

第
十
一
巻

第
一
一
挽

金
額
（
ベ

y
）

－
九
－
六
年
比
復
賓
h
冒
一
易
圏
刻
表

ム

ロ

衆

圏

布

佳

ポ

l
ト
リ
コ

一
一
括
ロ
ニ
一
と
一
六
回
八
一
一
六
七
一
コ
一
Z

省内

以

上

合

計

一一哲人口
2

一｝二回

グ

ア

ム

一一口九六口

諸

外

周

一一
Z

口六
Z

八一一六

印
も
一
九
一
六
年
に
於
け
る
比
律
賓
の
封
外
貿
易
に
あ
り
で
は
、
ム
口
衆
圏
て
そ
の
属
預
さ
の
貿
易
金
額
は
、
組

額
の
五
一
，
%
を
占
め
、
諸
外
国
さ
の
金
額
は
四
九
%
を
占
め
て
居
る
。
然
ら
ば
、
か
、
る
割
合
に
あ
る
外
園
貿
易

は
如
何
な
る
園
の
海
運
に
よ
り
て
輪
、
迭
せ
ら
れ
て
居
る
か
。
同
年
の
統
計
仁
は
次
の
如
〈
仁
見
は
れ
て
居
る
。

－
九
＝
ハ
隼
ル
ハ
律
賓
官
扇
輪
選
掻
圏
別
表

合

衆

周

比

律

餐

合

計

伯

郡

計

合
衆
園
及
属
」
金
額
（
ペ

y
．
）
一
一
Z
Z
八
口
口
一
四
六
五
八
八
六
九
：
：
：
・
：
；
：
：
・
：
：
：
：
－
－
：
：
・
：
：
六
九
九
六
八
苫
〆

領
所
属
加

M
百

分

率

乙

・

内

耳

・

一

・

：

：

：

・

・

・

・

：

・

・

・

－

4

・ニ

英

吉

和

利

関

西

班

牙

日

本

主

（

他

合

計

ヤ

山

口

丸

山

一

一

容

豆

諸
外
周
般
～
金
額
二

y
）
回
九
一
－
一
八
八
九
一
岨
一
一
七
三
口
九
固
さ
Z

三
一
一
一
一
口
一
三
一
D
t
一
一
一
室
内
三
八
三
九
五
人
口
三

－

百

分

率

吾

・

口

八

・

口

豆

・

一

一

．

一

三

・

一

Z

る

き

一

－

z
一
、
一
口
？
ロ

之
を
前
掲
表
さ
比
較
す
る
に
、
比
律
賓
さ
合
衆
園
さ
の
貿
易
額
は
、
比
律
賓
貿
易
穂
額
の
五
一
%
な
る
仁
、
比

律
賓
貿
易
に
従
事
す
る
合
衆
国
雌
さ
比
律
賓
踏
ま
は
合
計
に
て
、
貿
易
総
額
の
僅
に
七
・
七
%
を
占
む
る
に
止
ま

り
、
残
り
の
九
二
・
三
%
は
綿
て
外
閤
舶
の
輸
送
す
る
所
で
あ
る
。
之
じ
よ
り
て
推
測
す
れ
ば
、
合
衆
園
さ
北
律
賓

* 



芭
の
貿
易
も
亦
そ
の
大
部
分
は
外
園
般
の
輪
涯
に
か
、
る
も
の
な
る
こ
芭
は
明
か
で
あ
ら
う
。
市
し
て
、
そ
の
中

に
於
い
て
も
英
吉
利
般
は
米
比
般
の
七
倍
を
占
め
、
日
本
船
は
三
倍
を
占
め
居
る
を
以
て
、
こ
の
二
園
の
惜
舶
に

よ
り
て
米
北
開
の
貿
易
の
大
部
分
を
輪
、
送
し
居
る
こ
芭
が
推
定
し
得
ら
る
、
で
ゐ
ら
う
。
然
ら
ば
合
衆
園
沿
岸
航

路
の
閉
鎖
が
比
律
賓
仁
横
張
せ
ら
る
、
こ
ま
に
よ
り
打
撃
を
蒙
る
も
の
は
、
叉
英
吉
利
が
第
一
で
あ
っ
て
、
日
本

が
之
に
亜
ヤ
露
で
あ
る
。

右
述
ふ
る
が
如
く
、
合
衆
園
今
回
の
海
運
政
策
に
よ
り
て
最
も
多
く
の
打
撃
を
受
く
る
も
の
は
、
英
吉
利
さ
日

本
さ
で
ゐ
る
が
、
然
ら
ば
我
日
本
が
之
に
よ
り
て
受
く
る
打
撃
の
程
度
如
何
。
今
、
大
正
九
年
孟
月
末
に
於
け
る
、

日
本
舶
の
北
米
航
路
芝
、
近
海
航
路
さ
仁
於
げ
る
就
役
般
の
隻
数
阪
教
を
調
ぷ
る
仁
左
の
如
〈
で
あ
る
r

日
本
部
の
合
衰
圏
諸
港
航
路
就
役
魁
表
（
大
正
九
袋
五
月
末
）

日
本
l
北

米

日

本

l
紐

育

香

浴

｜

日

本

1
北
米
日
本
ー
甲
谷
陀
l
紐

育

合

計

隻

数

美

ユ

一

一

一

括

担

八

一

一

願

毅

ニ

D
Z

交

官

一

一

宮

一

八

＝

一

八

一

四

八

五

六

口

一

一

一

周

ニ

六

豆

－

一

回

一

会

日
本
位
の
仏
海
硫
路
就
役
齢
表
（
犬

E
八
年
十
二
月
末
）

．

日

本

を

基

貼

さ

す

る

近

海

航

路

外

薗

港

問

の

近

海

航

路

司

合

計

制

隻

融

実

用

ユ一完

E
D
Z

田

五

五

・

一

ユ

Z
五

一

一

一

守

一

口

豆

｛

〕

五

八

己

中

（

之
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
今
回
の
合
衆
園
海
道
政
策
に
よ
り
て
、
我
商
船
の
五
十
二
高
順
程
の
も
の
は
、
直
接
合
衆

圏
諸
港
よ
り
排
斥
せ
ら
れ
、
近
海
航
路
就
役
帰
五
十
高
願
中
の
一
部
分
が
比
律
賓
諸
港
よ
り
排
床
せ
ら
る
、
露
で

あ
る
。
右
調
査
嘗
時
に
於
け
る
日
本
舶
の
外
園
航
路
に
就
役
せ
る
も
の
は
、
組
計
五
六
七
隻
、
二
、
二
ハ
二
、
六
二

五
願
で
あ
る
か
ら
、
近
海
航
路
就
役
舶
の
比
律
賓
諸
港
に
出
入
す
る
も
の
を
如
仰
に
少
数
じ
見
積
る
さ
も
、
之
に

時
事
問
題

（
第
一
一
披

一
二
九
）

一
一
一
九

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
之
我
、
権
運

第
十
一
巻



時
事
問
題

北
米
合
衆
闘
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
一
一
続
一
三
O
）

一三
O

合
衆
圏
諸
港
に
出
入
す
る
も
の
を
加
へ
て
、
順
敷
じ
於
い
て
日
本
の
艶
外
海
運
の
凡
そ
二
割
五
分
乃
至
三
割
は
、

直
接
じ
打
撃
を
受
け
る
こ
さ
ヨ
な
る
。
若
し
夫
れ
間
接
に
此
政
策
仁
よ
り
て
黒
せ
ら
る
、
も
の
に
至
つ
て
は
、
備

甚
だ
大
な
る
も
の
あ
る
は
吉
ふ
迄
も
な
い
。

若
し
日
本
般
の
約
三
割
が
合
衆
園
の
新
海
運
政
策
じ
よ
り
て
其
航
路
を
奪
は
れ
、
従
っ
て
そ
の
運
賃
牧
入
を
失

ふ
さ
す
れ
ば
、
そ
の
額
は
我
金
海
運
牧
入
の
幾
割
を
占
h
u
る
か
。
乙
は
新
政
策
の
日
本
海
運
に
及
ぼ
す
影
響
を
知

る
に
付
い
て
甚
だ
重
要
な
る
事
柄
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
就
い
て
は
全
く
統
計
的
資
料
を
棋
〈
を
以
て
、
弦
仁
之
を

述
ぶ
る
こ
芭
を
得
ざ
る
は
私
の
砂
か
ら
ず
遺
憾
て
す
る
所
で
あ
る
。
併
し
兎
も
角
も
我
海
運
牧
入
は
怖
割
か
に
上

る
額
を
奪
は
れ
園
民
所
得
は
そ
れ

rけ
減
少
す
る
聾
で
あ
る
。

合
衆
圃
の
新
政
策
は
我
海
運
じ
右
の
如
き
直
接
の
打
撃
を
鼻
、
ふ
る
の
み
な
ら
や
、
我
商
工
業
に
封
し
で
も
亦
少

か
ら
ざ
る
影
響
を
及
ぼ
す
こ
吉
、
な
る
。
今
日
我
工
業
の
原
料
は
、
棉
花
、
銭
、
化
串
製
品
、
石
油
等
を
－
初
め
ざ
し

て
甚

r多
く
の
部
分
を
合
衆
園
よ
り
の
供
給
に
仰
い
で
居
る
わ
叉
我
輸
出
は
生
糸
、
絹
布
、
茶
、
雑
貨
佐
一
り
を
一
初
め

ざ
し
て
、
総
額
の
約
三
割
は
之
を
合
衆
園
に
供
給
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
A
口
衆
園
の
輸
出
入
が
総
て
彼
園

海
運
の
濁
占
仁
障
し
、
我
舶
舶
の
排
斥
せ
ら
る
、
結
果
、
一
口
同
法
十
な
る
運
賃
を
謀
せ
ら
る
、
こ
芝
、
な
ら
ば
、
買
入

る
、
一
原
料
は
高
く
な
り
て
工
業
生
産
費
は
増
昂
し
、
合
衆
園
へ
の
賀
行
は
減
退
し
て
貿
易
の
不
振
を
費
す
こ
さ
、

な
る
。
か
く
の
如
き
は
将
来
盆
工
商
工
業
闘
さ
し
て
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
運
命
に
あ
る
我
国
民
経
済
仁
さ
り
て

泊
仁
由
々
し
き
事
柄
で
あ
る
。

A
曹

然
ら
ば
我
園
は
合
衆
園
の
か
、
る
海
運
政
策
に
劃
し
て
如
怖
な
る
劃
策
を
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
。



四

我
園
の
採
る
べ
き
封
策

上
に
、
通
ぺ
た
る
合
衆
園
の
新
海
運
政
策
に
封
し
て
、
我
園
の
さ
る
ぺ
き
封
策
を
研
究
す
る
に
就
い
て
は
、
私
は

之
を
一
般
的
排
外
政
策
に
訴
す
る
も
の
さ
、
比
律
賓
に
封
す
る
沿
岸
貿
易
禁
止
の
適
用
に
封
す
る
も
の
さ
に
分
っ

て
通
ぶ
る
こ
芝
、
す
る
。

先
づ
一
般
的
外
国
船
排
斥
政
策
に
劃
し
て
は
、
若
し
合
衆
国
が
か
（
の
如
き
鎖
国
的
利
己
主
義
を
飽
く
迄
固
執

す
ゐ
に
於
い
て
は
、
我
園
も
最
後
の
手
段
ま
し
て
は
亦
之
に
報
い
る
に
、
同
様
の
排
斥
政
策
を
以
て
し
得
な
い
で

も
な
い
。
卸
お
凡
そ
合
衆
園
般
に
よ
り
て
輪
入
せ
ら
る
、
貨
物
に
封
し
て
は
、
彼
さ
同
様
の
附
加
枕
を
諜
す
ぺ
く
、

銭
道
賃
容
に
於
い
て
不
長
一
止
な
る
利
益
を
受
げ
た
る
貨
物
じ
は
、
該
餓
道
に
於
い
て
受
け
た
る
利
盆
額
じ
均
し
き

特
別
輪
入
枕
を
課
す
べ
く
、
国
際
交
通
を
阻
害
す
ぺ
き
方
法
を
以
て
不
川
公
正
な
る
保
護
を
政
府
よ
り
受
く
る
舶
舶

に
艶
し
て
は
、
其
入
港
を
禁
止
す
る
の
自
由
を
保
留
す
る
等
の
方
法
に
出
づ
る
こ
さ
が
出
来
る
。
他
の
諸
園
も
亦

之
さ
同
様
な
る
手
段
仁
訴
へ
る
か
も
知
れ
な
い
r

併
し
、
．
我
固
さ
合
衆
圏
さ
の
貿
易
批
態
に
顧
み
れ
ば
、
我
園
軍

濁
に
て
か
、
る
報
復
手
段
を
さ
る
こ
さ
は
大
仁
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ね
黙
も
ゐ
る
我
園
の
立
場
よ
り
吉
へ
ば
諸
外

圏
芭
相
提
携
し
て
之
仁
嘗
%
必
要
が
あ
る
。

併
し
な
か
ら
、
元
来
か
く
の
如
、
き
手
段
は
散
を
害
す
る
さ
共
仁
味
方
も
亦
傷
つ
く
所
以
で
ゐ
っ
て
、
世
界
の
交

通
を
破
壊
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
後
の
封
策
さ
し
て
は
己
か
を
得

5
る
所
で
あ
る
が
、
決
し
て
賢
明

な
る
政
策
で
は
な
い
。
我
闘
の
ざ
る
ぺ
き
最
も
れ
公
正
じ
し
て
’
且
つ
最
も
有
数
な
る
方
策
は
合
衆
園
の
反
省
を
促
す

時
事
問
題

北
米
合
衆
閣
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
一
一
扱

一一一一一） 
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時
事
問
題

第
十
一
巻

（
第
一
務

一一一一一一、＿，

一一一一一一

北
米
合
衆
国
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
、
海
運

に
あ
る
。
郎
も
合
衆
園
今
回
の
海
運
政
策
な
る
も
の
は
、
帯
用
仁
諸
外
園
の
海
運
仁
封
し
て
不
嘗
な
る
損
害
を
奥
ふ

る
も
の
な
る
の
み
な
ら
ず
、
買
は
叉
合
衆
国
そ
れ
自
ら
の
政
治
上
経
済
上
の
利
盆
に
遁
ふ
も
の
仁
ゐ

S
ぎ
る
こ
さ

を
、
彼
園
の
政
府
を
一
初
め
朝
野
の
有
力
者
弁
び
仁
一
般
民
衆
に
理
解
せ
し
め
、
以
て
こ
の
政
策
全
部
の
撤
退
を
な

さ
し
む
る
に
必
る

U

前
に
ぜ
ぺ
た
る
が
如
く
、
我
日
本
踏
及
び
日
本
舶
積
載
貨
物
仁
劃
し
て
差
別
的
願
枕
、
差
別

的
輪
入
挽
を
課
せ
ん
己
欲
せ
ば
、
現
行
日
米
通
商
航
海
保
約
一
部
の
改
訂
を
必
要
さ
し
、
之
は
新
船
舶
法
に
規
定

す
る
が
如
き
草
に
一
片
の
通
告
を
以
て
な
し
得
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
。

A
ロ
衆
闘
が
強
い
て
こ
の
差
別
的
待
遇
を
な

さ
ん
さ
せ
ば
、
現
行
線
約
全
部
の
麿
棄
を
な
し
て
新
た
に
遁
商
航
海
候
約
の
締
結
を
求
む
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
現

行
線
約
の
改
訂
に
つ
き
我
園
の
同
意
を
求
む
る
か
、
二
者
相
川
れ
か
の
手
段
仁
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
oe
何
れ
に
し

て
も
我
闘
は
抗
議
を
提
し
て
彼
の
反
省
を
求
む
る
の
外
仁
、
僚
約
の
改
訂
又
は
締
結
じ
際
し
て
利
用
す
ぺ
き
機
舎

は
十
分
に
あ
る
課
で
ゐ
る
。

然
ら
ば
如
何
な
る
事
由
を
以
て
彼
の
反
省
を
求
む
べ
き
か
。
抑
も
合
衆
園
今
回
の
海
運
政
策
な
る
も
の
は
、
こ
さ

に
よ
り

τは
諸
外
闘
を
し

τ
一
律
に
、
前
述
の
如
き
報
復
手
段
を
さ
ら
し
む
る
に
至
る
危
険
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、

若
し
合
衆
圏
の
頑
、
迷
な
る
態
度
が
諸
外
園
を
し
て
か
〈
の
如
き
報
復
手
段
を
さ
ら
し
む
る
に
至
る
こ
さ
あ
ら
ば
、

彼
園
海
運
の
存
立
す
ぺ
き
能
地
な
き
じ
至
る
は
明
か
で
あ
る
。
海
運
な
る
も
の
は
自
園
さ
諸
外
園
さ
の
閉
じ
園
満

な
る
交
通
ゐ
り
て
初
め
て
存
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
外
園
舶
を
排
斥
す
る
結
果
、
自
園
舶
も
亦
諸
外
国
よ
り
排

斥
せ
ら
る
、
な
ら
ば
、
前
じ
よ
り
て
そ
の
闘
の
海
運
は
存
立
し
得
る
か
。
合
衆
園
の
領
土
如
何
じ
康
大
な
り
芭
は

云
へ
白
園
髄
土
内
の
み
の
運
輪
じ
従
事
す
る
じ
て
は
、
到
底
そ
の
海
運
の
存
立
し
得
ぎ
る
こ
さ
は
極
め
て
明
白
な



る
事
貴
で
あ
る
。
叉
、
事
情
か

f
の
如
く
諸
外
園
の
報
復
手
段
を
誘
援
す
る
に
至
ら
ば
、
元
来
自
園
の
封
外
貿
易

を
稜
一
民
せ
し
む
る
が
矯
め
じ
企
て
ら
れ
た
る
こ
の
海
運
政
策
が
、
却
っ
て
封
外
貿
易
を
甚
だ
し
く
一
血
書
す
る
こ
さ

さ
な
る
も
亦
明
か
で
あ
ら
う
。
既
に
此
等
の
世
間
の
み
を
見
て
も
、
今
回
の
政
策
は
合
衆
園
海
道
自
身
の
自
殺
的
政

策
で
あ
る
の
み
な
ら
中
、
封
外
貿
易
政
策
芭
し
で
も
亦
自
殺
的
の
も
の
で
あ
る
さ
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

偲
に
諸
外
園
が
こ
の
合
衆
園
の
政
策
に
封
し
て
、
何
等
の
報
復
手
段
を
芭
ら
す
芭
す
る
も
、
か
く
の
如
き
政
策

に
よ
り
て
外
園
商
舶
の
競
争
を
排
斥
し
、
合
衆
園
の
貿
易
品
輸
涯
を
濁
占
す
る
の
結
果
は
、
嘗
然
迩
賃
の
騰
貴
を

鷲
ら
さ
げ
A

れ
ば
止
ま
な
い
。
蓋
し
合
衆
圏
の
海
運
は
前
に
述
ぺ
た
る
が
如
き
、
短
年
月
の
急
浩
じ
係
る
も
の
で
ゐ

．
っ
て
、
之
が
経
瞥
仁
古
る
も
の
も
事
業
に
慣
れ
や
手
腕
も
亦
未
熟
で
ゐ
る
が
上
仁
、
舶
舶
の
航
海
費
も
諸
外
園
に

比
し
て
甚

r多
額
で
あ
る
。
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
日
英
米
三
園
商
般
の
航
海
費
は
次
の
如
く
で
あ
る
芭
云
ふ
。

日
本
一
口
、
口
ロ
ロ
順
型
純
一
箇
月
分
純
愛
国
、
一
一
八
回

英
吉
利
一
回
、
ロ
ロ
ロ
願
型
紘
一
筒
月
分
経
費
八
、
問
。
一
一
国

合
衆
圏
一
口
、
ロ
ロ
ロ
傾
型
紘
一
箇
月
分
経
費
二
、
へ
き
園

L

即
も
合
衆
国
崎
は
日
本
般
の
三
倍
、
英
吉
利
舶
の
凡
そ
二
倍
を
要
す
る
。
き
れ
ば
運
賃
の
高
か
る
べ
き
は
嘗
然

の
事
柄
で
あ
る
。
令
衆
園
の
輪
出
品
は
戦
前
に
於
い
て
は
、
農
産
物
叉
は
原
料
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
貿

易
も
買
ひ
に
来
れ
は
責
っ
て
や
る
さ
一
五
ふ
風
な
態
度
で
あ
っ
た
が
、
今
後
も
亦
斯
様
な
扶
態
じ
あ
る
な
ら
ば
、
輪
出

運
賃
の
高
き
こ
ご
も
、
只
調
子
園
の
負
措
乏
な
る
じ
止
ま
り
、
大
し
て
輪
出
を
阻
害
す
る
こ
さ
は
ゐ
る
ま
い
が
、
今

日
に
於
い
て
は
事
情
が
多
少
愛
っ
て
居
る
。
戦
時
中
じ
圏
内
工
業
大
に
議
達
し
て
、
従
前
主
さ
し
て
農
業
園
た
り

し
彼
は
、
今
日
以
後
は
工
業
倒
ご
し
て
封
外
的
援
展
を
な
さ
ん
ま
し
っ
、
ゐ
る
。
海
運
の
濁
立
を
計
る
に
至
。
た

時
事
問
題

北
米
合
衆
閣
の
排
外
的
務
連
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

第
十
一
統

一一一一一一一、ー〆

一一一一一一一



時
事
問
題

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
二
統
一
三
四
）

一
三
四

の
も
、
亦
こ
の
経
済
事
情
の
愛
化
に
基
く
も
の
な
る
は
前
に
遁
ぺ
た
る
所
で
あ
る
。
然
る
に
、
今
回
の
海
運
政
策

の
結
果
、
輪
出
運
賃
の
騰
貴
を
来
す
ご
せ
ば
、
合
衆
園
は
他
の
工
業
輸
出
園
さ
他
園
市
場
に
於
け
る
競
争
上
到
底

敗
者
た
る
を
兎
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
然
ら
は
・
｝
の
排
外
的
海
道
政
策
は
、
海
道
の
濁
立
を
計
っ
て
封
外
貿
易
の

伸
長
を
来
き
ん
さ
す
る
本
来
の
趣
旨
に
矛
盾
す
る
次
第
で
あ
る
。

叉
輪
入
運
賃
の
騰
貴
は
、
工
業
原
料
に
係
る
も
の
に
ゐ
つ
て
は
そ
の
生
産
費
の
増
昂
を
来
し
、
そ
の
工
業
品
が

輸
出
品
志
る
さ
き
は
、
外
園
Z
の
競
争
上
不
利
の
地
位
に
陥
る
ぺ
く
、
圏
内
消
費
品
な
る
さ
き
は
物
債
の
騰
貴
を

来
す
で
あ
ら
う
。
加
之
、
圏
内
消
費
品
に
係
る
輸
入
運
賃
の
騰
貴
は
一
般
物
債
の
騰
貴
を
粛
す
は
明
か
で
あ
る
。

今
日
物
債
調
節
の
必
要
拐
な
る
時
期
に
際
し
て
、
更
に
そ
の
騰
貴
を
粛
す
べ
き
政
策
を
さ
る
こ
さ
は
、
膏
に
経
済

政
策
ご
し
て
愚
な
る
の
み
な
ら
ず
、
圏
内
の
政
治
的
紛
争
を
惹
起
す
危
険
を
倖
ふ
も
の
で
あ
る
。

更
に
一
歩
を
譲
り
、
運
賃
に
恒
等
騰
貴
を
来
す
こ
さ
な
し
さ
俄
定
し
、
合
衆
園
般
に
よ
り
て
輪
入
せ
ら
る
、
貨
物

運
賃
が
、
外
園
階
自
由
活
動
の
時
代
さ
金
〈
同
一
な
り
ざ
す
れ
ば
、
今
回
の
鍛
道
賃
料
の
業
別
的
取
扱
は
、
従
来

合
衆
園
が
探
用
し
居
る
保
護
関
税
主
義
を
破
壊
す
る
結
果
さ
な
る
。
蓋
し
今
回
の
政
策
じ
あ
っ
て
は
、
合
衆
園
般

に
よ
る
輸
入
貨
物
に
劃
し
て
は
、
銭
道
賃
卒
に
於
い
て
割
引
的
取
扱
ひ
を
受
げ
得
る
こ
さ
、
な
っ
て
居
る
の
で
あ

ョ
る
か
ら
、
若
し
将
来
合
衆
園
般
の
運
賃
が
外
岡
舶
の
自
由
活
動
の
存
す
る
場
合
さ
同
様
の
率
に
あ
り
さ
せ
ば
、
こ

の
鍛
道
賃
卒
の
割
引

rり
輸
入
貨
物
の
債
格
が
安
く
な
る
露
で
あ
る
。
従
っ
て
輪
入
貨
物
の
市
債
を
釣
り
上
げ
ん

さ
す
る
保
護
関
税
主
義
の
破
壊
を
来
す
は
明
か
で
あ
ら
う
。



次
仁
A
口
衆
圏
諸
港
さ
比
律
賓
諸
港
聞
の
沿
岸
航
路
の
艶
外
的
閉
鎖
に
つ
き
で
は
、
合
衆
園
も
、
首
分
の
中
は
之
が

賀
行
を
延
期
す
る
こ
さ
じ
し
て
居
る
が
、
将
来
伺
れ
の
時
じ
か
之
が
質
行
を
な
さ
ん
こ
さ
を
期
し
て
居
る
。
故
じ

我
園
は
今
の
中
に
そ
の
撤
退
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
之
じ
劃
す
る
方
策
さ
し
て
は
我
園
が
現
に
同
様
の

、
沿
岸
航
路
閉
鎖
主
義
を
採
り
居
れ
る
以
上
は
、
必
然
さ
そ
の
解
禁
を
要
求
す
る
理
由
を
敏
一
〈
次
第
で
あ
る
。
故
に

我
園
は
先
づ
我
沿
岸
航
路
の
閉
鎖
を
規
定
せ
る
現
行
舶
舶
法
第
三
僚
の
規
定
を
麿
止
し
、
然
る
後
、
公
衆
園
に
艶

し
、
合
衆
園
さ
北
律
賓
さ
の
航
陪
を
外
園
舶
じ
禁
止
す
る
は
、
そ
の
双
方
特
に
比
律
賓
人
民
の
利
益
に
あ
ら
ざ
る

理
由
さ
、
且
つ
縦
ひ
、
同
一
園
領
土
内
の
航
路
ご
は
吉
へ
か
く
の
如
き
遠
隔
の
航
路
に
し
て
、
遁
常
備
他
の
諸
問

港
湾
に
寄
港
す
る
を
必
要
さ
す
る
航
路
仁
、
一
般
の
外
園
舶
就
’
伎
を
禁
比
す
る
は
、
園
際
交
通
の
護
法
、
世
界
平

和
の
増
進
じ
反
す
る
所
以
な
る
こ
芭
を
明
示
し
て
、
そ
の
解
禁
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。

今
日
我
圏
が
沿
岸
航
路
閉
鎖
主
義
を
拾
て
、
之
を
諸
外
圏
に
開
放
す
る
は
、
我
海
運
に
さ
り
て
既
じ
全
〈

M
等

の
危
険
は
な
い
。
故
じ
か
、
る
時
世
後
れ
の
主
義
は
宜
し
く
早
く
拾
っ
ぺ
き
で
ゐ
る
。
叉
合
衆
圏
、
沿
岸
航
路
の
閉
鎖

主
義
が
比
律
賓
人
民
じ
奥
ふ
る
不
利
盆
の
甚
に
大
な
る
こ
さ
は
、
そ
の
綿
貿
易
額
の
五
割
一
歩
に
達
す
る
合
衆
園

さ
の
貿
易
が
、
合
一
衆
園
舶
の
み
に
て
は
組
貿
易
額
の
僅
に
二
歩
二
厘
、
比
律
賓
の
船
舶
を
合
す
る
も
そ
の
七
歩
七
厘

よ
り
轍
、
送
力
・
を
有
せ
ぎ
る
｜
｜
将
来
に
於
い
て
は
多
少
の
増
加
を
来
す
な
ら
ん
も
｜
｜
舶
舶
を
以
て
輸
送
せ
ら
れ

ん
さ
す
る
に
見
て
も
明
か
で
あ

S
う
。
現
仁
、
合
衆
園
所
属
舶
の
み
を
以
て
は
、
近
き
将
来
に
於
い
て
米
比
閣
の
貿

易
を
輸
送
す
る
能
力
を
有
つ
能
は
ぎ
る
こ
ご
は
、
合
衆
園
自
身
に
於
い
て
も
既
に
好

t
承
知
し
居
れ
る
－
」
さ
は
、

今
回
の
新
珊
舶
法
の
規
定
の
上
に
於
い
て
も
廃
然
現
は
れ
居
る
で
は
な
い
か
。
き
れ
ば
、
既
に
比
律
賓
上
下
両
院

時
事
問
題

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
海
運
政
策
さ
我
海
運

第
十
一
念

（
第
一
披
一
三
五
）

一
三
五



時
事
問
題
、

北
米
合
衆
園
の
排
外
的
、
海
運
政
策
ミ
我
海
運

第
十
一
巻

（
第
一
時
抗

一
三
大

一一一一六）

に
於
い

τも
之
に
劃
し
て
大
な
る
反
封
論
起
り
、
上
院
議
長
ケ

1
0ソ
γ
氏
の
提
議
に
基
き
、
同
議
舎
は
右
沿
岸
貿

易
機
張
案
は
合
衆
園
さ
比
律
賓
さ
の
海
上
運
迭
を
合
衆
園
に
濁
占
せ
ん
ざ
す
る
も
の
に
て
、
音
に
比
島
住
民
，
U
利

益
を
害
す
る
の
み
な
ら
す
、
前
大
統
領
タ
プ
ト
氏
の
宣
吉
に
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
さ
し
て
、
之
に
反
封
す
る
に

決
し
．
既
に
其
手
績
を
も
蓋
し
た
さ
一
五
ふ
乙
さ
で
あ
り
、
叉
同
地
の
新
聞

p
h
p
～く言、』
k
A
ミミ．

sa
の
如
き
は
、

絶
封
的
反
艶
の
気
勢
を
上
げ
、
同
地
の
輿
論
を
喚
起
し
っ
、
あ
り
さ
一
五
ふ
。
か
く
の
如
く
、
こ
の
政
策
は
音
に
比

律
賓
じ
不
利
益
で
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
達
っ
て
之
が
遂
行
を
期
せ
ん
さ
す
る
は
合
衆
園
自
分
の
不
利
盆
で
も
ゐ

る
。
蓋
し
合
衆
園
が
か
く
の
如
き
態
度
を
以
て
比
律
賓
に
臨
む
は
、
同
地
じ
於
け
る
信
認
を
失
ふ
所
以
で
あ
っ
て
、

同
地
住
民
の
濁
立
に
艶
す
る
希
望
を
失
は
し
め
、
合
衆
闘
は
比
律
賓
の
貿
易
を
以
で
そ
の
海
、
運
の
好
餌
さ
な
さ
ん

ざ
す
る
も
の
で
あ
る
さ
の
戚
念
を
血
八
へ
、
将
来
同
地
統
治
上
種
々
な
る
難
問
題
を
惹
起
す
る
危
険
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
故
に
此
等
の
黙
を
明
示
し
て
、
合
衆
園
朝
野
の
反
省
を
求
め
、
か
う
る
不
必
定
な
る
海
運
政
策
の
撤
麿
を
要

求
す
る
は
菅
じ
彼
我
の
利
益
た
る
の
み
な
ら
や
、
叉
以
て
世
界
交
通
の
退
歩
を
防
ぐ
所
以
で
あ
る
。

＊ 

右
通
ぶ
る
が
如
〈
今
回
の
海
運
政
策
は
、
合
衆
園
自
身
に
ご
り
で
政
治
上
に
も
、
割
外
貿
易
上
巳
ふ
、
圏
内
産

業
上
に
も
、
決
し
て
一
良
好
な
る
影
響
を
粛
す
も
の
で
は
な
い
。
従
来
主
さ
し
て
外
園
般
に
よ
り
て
其
貿
易
を
笹
み

居
り
し
合
衆
園
が
、
此
度
そ
の
海
運
の
濁
立
を
計
ら
ん
さ
す
る
の
趣
旨
は
、
彼
園
経
済
の
設
展
上
己
む
を
得
ぎ
る

要
求
な
り
芭
し
で
、
其
黙
は
我
々
も
諒
解
す
る
所
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
じ
は
自
ら
他
に
遁
嘗
な
る
方
策
も
あ
る
で
あ

ら
う
。
然
る
に
上
じ
述
ぷ
る
が
如
く
、
殆
ざ
自
殺
的
海
道
政
策
さ
評
す
る
の
外
な
き
か
く
の
如
き
愚
策
を
急
逮
さ



し
て
決
定
せ
し
は
、
議
り
に
海
運
の
濁
立
に
焦
燥
し
た
る
の
結
果
吉
見
る
の
外
、
殆
ん
ざ
其
理
由
を
知
る
に
苦
し

な
所
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
彼
園
政
治
家
の
中
に
も
、
之
に
封
し
て
反
封
の
茸
が
起
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
、
今

回
の
海
運
政
策
は
彼
園
自
ら
の
議
意
ー
に
よ
り
て
、
撤
回
せ
ら
る
L
に
至
る
こ
さ
な
き
を
保
し
難
い
所
も
あ
る
。

併
し
な
が
ら
合
衆
国
は
資
本
家
の
践
雇
す
る
園
で
あ
る
。
時
芭
し
て
資
本
家
、
殊
に
戦
時
中
大
議
展
を
な
し
た

る
浩
鵡
業
者
の
利
己
の
矯
め
に
、
園
家
民
衆
の
利
益
が
暫
く
犠
牲
に
供
せ
ら
る
、
、
乙
さ
な
い
さ
は
隈
ら
な
い
。
従

っ
て
今
回
の
如
き
極
め
て
利
己
的
な
る
海
運
政
策
も
或
は
無
理
押
に
貴
行
せ
ら
る
、
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
時
に

嘗
っ
て
今
日
そ
の
海
運
の
精
工
衰
退
の
扶
に
あ
る
英
圏
は
如
僻
な
る
保
護
政
策
を
自
園
の
海
運
に
封
し
て
さ
ら
ん

さ
す
る
か
。
之
が
我
海
、
運
に
さ
り
て
一
層
重
大
な
る
周
密
で
あ
る
。

英
吉
利
は
戦
前
じ
於
い
て
は
世
界
第
一
位
の
海
運
園
で
あ
っ
た
。
然
る
に
戟
乱
の
矯
め
甚
だ
し
き
打
撃
を
業
り

今
日
そ
の
優
越
の
地
位
を
保
持
す
る
こ
さ
困
難
に
な
り
つ
、
あ
る
。
殊
に
崎
労
働
問
題
が
混
沌
た
る
吠
態
に
ゐ
る
こ

芭
は
、
そ
の
海
運
に
封
し
て
も
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
居
る
。
か
、
ろ
際
に
更
に
合
衆
園
の
今
回
の
海
運
政

策
に
よ
り
て
、
そ
の
海
運
の
活
動
が
阻
害
せ
ら
る
に
至
る
こ
さ
ゐ
ら
ば
、

1
1
1前
述
の
如
く
、
英
吉
利
海
運
は
合

衆
園
の
海
運
政
策
に
よ
り
て
、
日
本
海
運
よ
り
も
更
に
大
な
る
打
撃
を
受
く
ぺ
き
闘
係
に
あ
る
｜
｜
封
外
貿
易
や

艶
外
海
運
を
保
護
す
る
上
よ
り
・
云
ふ
も
、
叉
海
運
勢
働
者
を
保
護
す
る
上
よ
り
云
ふ
も
怖
等
．
か
の
方
策
を
さ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
さ
に
な
る
で
ゐ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
英
吉
利
の
海
道
業
者
は
元
来
賢
明
で
あ
、
り
π公
正
な
る
意
見
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
合
衆
園
今
回
の
政
策
の
如
き
暴
策
に
は
出
で
な
い
で
あ
ら
う
。
且
っ
か
く
の
如
き
政
策

は
少
〈
さ
も
我
日
本
じ
封
し
て
は
、
現
行
日
英
遁
商
線
約
第
十
六
倍
弁
び
じ
第
十
七
僚
に
於
い
て
禁
止
せ
ら
れ
て

居
る
。
故
に
彼
の
さ
る
所
の
政
策
は
、
或
は
、
沿
岸
航
路
の
閉
鎖
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
之
は
同
僚
約
に
於
い
て

ご
ニ
七
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北
米
合
衆
闘
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排
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的
海
運
政
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主
我
海
運
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第
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｛
第
一
務



時
事
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題

北
米
合
衆
閣
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排
外
的
、
海
運
政
策
ミ
我
海
運

第
十
一
巻

｛
第
一
波

一
三
入
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も
禁
止
し
て
居
ら
す
、
現
仁
我
園
も
今
採
用
し
て
居
る
所
で
あ
る
。
若
し
果
し
て
英
吉
利
が
大
英
帝
園
の
沿
岸
航

路
閉
鎖
主
義
を
採
用
す
る
が
如
、
さ
こ
さ
あ
ら
ん
か
、
を
は
寛
仁
世
界
交
通
の
破
壊
な
る
さ
共
に
、
我
海
運
の
減
乙

で
あ
る
。
勿
論
之
に
封
し
て
は
各
殖
民
地
の
反
封
を
招
く
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
賀
行
の
可
能
性
は
少
い
が
、
叉

そ
の
貴
行
の
定
険
が
な
ド
で
も
な
い
。
故
に
我
圏
は
英
吉
利
を
し
て
、
か
、
、
る
政
策
を
さ
ら
ざ
ら
し
む
る
が
錦
め

じ
も
、
我
沿
岸
航
路
閉
鎖
主
義
を
拾
つ
べ
き
は
勿
論
、
極
力
、
か
、
る
政
策
を
誘
設
す
る
危
険
を
有
つ
所
の
合
衆

園
今
回
の
海
道
政
策
に
封
し
て
、
そ
の
撤
履
を
促
す
ぺ
き
手
段
を
講
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
れ
じ
は

英
偽
伊
蘭
諾
等
の
合
衆
圏
今
回
の
政
策
に
よ
り
て
影
響
を
受
く
ぺ
き
諸
閣
は
勿
論
、
其
他
園
際
聯
盟
加
入
園
の
輿

論
を
換
起
し
、
我
園
は
英
吉
利
さ
共
仁
之
が
代
表
者
さ
な
り
て
、
以
て
合
衆
闘
に
劃
し
て
其
反
省
を
促
す
の
が
最

一
艮
の
方
策
で
あ
ら
う
。

之
に
就
い
て
も
考
ム
ペ
き
は
、
我
園
の
封
外
的
態
度
で
あ
る
。
我
園
が
常
仁
正
義
弘
明
の
主
義
を
持
し
、
針
外

的
仁
機
曾
均
等
門
戸
開
放
の
態
度
に
出
で
居
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
の
今
回
の
如
き
暴
策
じ
封
し
て
世
界
の
輿
論
を

喚
起
す
る
に
も
甚
に
有
数
な
の
で
ゐ
る
が
、
若
し
諸
外
国
が
我
圏
を
以
て
、
支
那
、
満
白
木
、
西
伯
利
等
に
討
し
一

種
の
野
心
を
抱
き
、
其
富
限
の
開
設
に
も
門
戸
閉
鎖
的
態
度
を
さ
り
つ
、
あ
る
も
の
、
如
く
仁
誤
解
し
居
る
な
ら

ば
、
折
角
の
我
が
正
義
の
要
求
も
反
響
を
起
す
の
カ
少
い
で
ゐ
ら
う
。
天
奥
の
富
限
比
較
的
乏
し
〈
人
口
の
増
殖

甚
だ
大
な
る
我
固
に
さ
り
で
は
、
今
後
、
圏
氏
の
経
済
的
存
立
上
、
世
界
の
n
公
正
な
る
奥
論
を
喚
起
し
て
、
我
園

民
じ
封
し
不
嘗
の
待
遇
を
な
す
も
の
、
反
省
を
促
す
ぺ
き
場
合
が
屡

z
起
る
じ
相
違
な
い
が
、
此
黙
よ
り
吉
ふ
も

頑
迷
な
る
我
一
部
人
士
が
諸
外
園
を
し
て
誤
解
を
懐
か
し
む
る
が
如
き
、
政
策
や
態
度
を
探
る
－
」
さ
は
必
や
慎
む

べ
き
で
あ
ら
う
。
（
九
二
？
っ
一
）
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